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□　a.期待以上

■ b.期待どおり

□　c.やや下回る

□　d.期待以下

　最終予算額　 （Ａ) 国庫・県単

　決　算　額 （Ｂ) 実施方法

Ｂ(H21はＡ）のうち一般財源

 従事する職員数

 概算人件費　  （Ｃ）

　概算事業費　（Ｂ(H21はA)＋Ｃ）

　□　余地なし ■　当面余地なし □　余地あり

　□　余地なし ■　当面余地なし □　余地あり

　□　余地なし ■　当面余地なし □　余地あり

事業内容
・一般廃棄物処理施設に対する許可事務、助言、指導等
・市町村等に対する一般廃棄物処理に係る助言、情報提供など技術的援助

実施期間 S46 根拠法令等 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律　・循環型社会形成推進交付金交付要綱

【課題の特定（事業の実施により解決しようとする課題は何か）】

・一般廃棄物の適正な処理を推進するため、適切な助言、指導、情報提供など技術的援助を行う必要がある。

事
 
業
 
の
 
概
 
要
 
等

事業の
目　的

市町村等が行う一般廃棄物の減量及び適正な処理を支援することにより、生活環境の保全を図る。

【現状（事業の目的との間にどのようなギャップがあるか）】

一般廃棄物処理は市町村固有の事務であるが、一般廃棄物の適正な処理を推進するため、県の助言、指導、情報提供など
技術的支援が求められている。

【原因分析（ギャップが発生している原因は何か）】

・県民の一般廃棄物の適正処理に対する関心が高まっている。
・市町村において、ごみ処理施設の広域化、技術的進歩等により、市町村連携に関する事項、より専門的な情報等が必要に
なってきている。

事業の
必要性

21,420 21,447

千円 25,073 24,799

需用費　2,573
使用料　　300

3.00

21,447

24,141

3,352 ― 直接

2,653 2,686 2,133 歳出節別
内訳等

（単位：
　　千円）

3.00 3.00

20年度 21年度（当初） 20年度の概要

千円 3,822 3,822 2,694 国庫・県単

19年度

・一般廃棄物処理は県民にとって身近な問題であり非常
に関心が高いことから、県は市町村等と連携し対応してい
く。市町村等のニーズを的確に把握し、市町村等に対し、
引き続き適切な技術的支援を行うとともに、本事業の有効
性を更に高める検討を行う必要がある。

  □　増加 ■　横ばい □　減少

左記以外の20年度の実績

一般廃棄物処理施設等許可件数 6 6 未定
・市町村が主催する廃棄物処理施設技術研究
協議会等において、処理等に関する助言・指
導や情報提供など技術的支援を実施した。

207 210

一般廃棄物処理実務セミナー 110

20年度

ー 105

21年度（予定）19年度

171

内線

E-mail
一般廃棄物適正処理推進事業

担
当
課

中期総合計画主要施策番号 1-05

２７９７

haikibut@pref.nagano.jp

成
果
と
達
成
状
況

事業の目指す成果 達成度（期待どおり）の判定基準（H20) 達成状況 評価

・市町村等が行う一般廃棄物の減量及
び適正な処理を推進する。

（平成22年度までに一般廃棄物総排出
量を696千ｔとする。また一般廃棄物リサ
イクル率を30％とする。）

・市町村等に対し、処理等に関する適切
な助言、指導、情報提供など技術的支
援を実施し、一般廃棄物の減量・適正処
理を図る。

・市町村担当者意見交換会を県下10地
域で開催する。

・市町村担当者等のための一般廃棄物
処理実務セミナーの開催する。

・処理方法や施設整備等に関する課題
に対し、市町村廃棄物対策研究協議会
等において、処理等に関する助言・指導
や情報提供など技術的支援を実施し、
一般廃棄物の減量・適正処理を図った。
・市町村担当者意見交換会を10地域に
て開催　参加者延べ207名の参加を得
た。
・一般廃棄物処理実務セミナーへ市町
村､広域連合等職員が参加者105名参加
した。
(参考)H18年度実績 → H19年度実績
　　　　 排出量　777千t →760千ｔ（速報値）
　　　　 リサイクル率23.8%→24.2 %（速報値）

平成21年度事務事業評価シート （20年度実施事業分）

環境部廃棄物対策課部・課事業番号

件

人

事
業
コ
ス
ト

区　　分 単位

人

千円

事　業　名

3,653

事
業
実
績

内　　容 単位

人

市町村担当者意見交換会

千円

千円

　概　算
　人件費
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題

区　分 判　定　・　説　明

事業のニーズの変化

県の関与を見直す余地

有効性を高める余地

効率性を高める余地

課題の総括
県は市町村と連携し、県民からの要望に応える必要があることから、市町村のニーズを的確に捉えながら適切な助
言・指導、情報提供など技術的支援を行うとともに、本事業の有効性を更に高める検討を行う必要がある。

判
定
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説
明


